
JP 4865112 B1 2012.2.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼材の接合部を多パス溶接により溶接する溶接継手の製造方法において、前記多パス溶
接は、１パス目の溶接金属の変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲となるような溶接
材料を用いて溶接を施す第１の溶接工程、次いで、前記第１の溶接工程で形成した溶接金
属の一部が未溶融部となるように、溶接金属を１パスまたは２パス以上で盛り上げる溶接
を施す第２の溶接工程であって、最終パスの溶接熱により前記未溶融部を全てオーステナ
イトに再変態させる第２の溶接工程、を有することを特徴とする、溶接継手の製造方法。
【請求項２】
　鋼材の接合部を多パス溶接により溶接する溶接継手の製造方法において、前記多パス溶
接は、１パス目の溶接金属の変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲となるような溶接
材料を用いて溶接を施す第１の溶接工程と、次いで、前記第１の溶接工程で形成した溶接
金属の一部が未溶融部となるように、溶接金属を１パスまたは２パス以上で盛り上げる溶
接を施す第２の溶接工程、を有し、その後、前記未溶融部を全てオーステナイトに再変態
させる熱処理を施す工程、を有することを特徴とする、溶接継手の製造方法。
【請求項３】
　前記溶接継手の接合部を片側からの溶接によってのみ形成することを特徴とする請求項
１または２に記載の溶接継手の製造方法。
【請求項４】
　前記溶接継手は、溶接継手の構造または溶接構造物の構造上、前記溶接継手の片側から
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のみ溶接が可能な構造であることを特徴とする、請求項１～３の何れかに１項に記載の溶
接継手の製造方法。
【請求項５】
　前記溶接継手は、Ｔ継手、角継手または重ね継手であることを特徴とする、請求項１～
４の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
【請求項６】
　前記溶接継手はＴ継手であり、前記Ｔ継手の接合部は未溶着部分と前記未溶着部分を挟
む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接により多パス溶接する
請求項１に記載の溶接継手の製造方法において、前記未溶着部分の長さが、該各多パス溶
接における各パス溶接ビード厚みの最大値の３倍以上であることを特徴とする、溶接継手
の製造方法。
【請求項７】
　前記溶接継手は十字継手であり、前記十字継手の接合部は未溶着部分と前記未溶着部分
を挟む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接により多パス溶接
する請求項１に記載の溶接継手の製造方法において、該各多パス溶接の間に存在する未溶
着部分の長さ、および、該Ｔ継手を形成する鋼材板厚の最小値が、該各多パス溶接におけ
る各パス溶接ビードの厚みの最大値の３倍以上であることを特徴とする、溶接継手の製造
方法。
【請求項８】
　前記溶接継手はＴ継手または十字継手であり、前記溶接継手の接合部は未溶着部分と前
記未溶着部分を挟む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接によ
り多パス溶接する請求項２に記載の溶接継手の製造方法において、前記熱処理をすべての
溶接部の各多パス溶接をすべて終了した後に行うことを特徴とする、溶接継手の製造方法
。
【請求項９】
　前記熱処理工程は、誘導加熱または通電加熱の何れかの加熱方法を用いることを特徴と
する、請求項２又は８に記載の溶接継手の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の溶接工程において用いられる前記溶接金属の成分が、質量％で、Ｃ：０．０
１～０．１５％、Ｓｉ：０．２～０．８％、Ｍｎ：０．４～２．０％、Ｐ：０．０３％以
下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎｉ：７．０～１１．５％を含有し、さらに、Ｃｕ：０．４％
以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｖ：０．５％以下、Ｃｒ：３．０％以
下、Ｍｏ：２．０％以下の内の１種または２種以上を含有することを特徴とする、請求項
１～９の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の溶接工程において用いられる前記溶接金属の成分が、質量％で、Ｃ：０．０
０５～０．１０％、Ｓｉ：０．１～０．７％、Ｍｎ：０．１～２．０％、Ｐ：０．０３％
以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎｉ：４．０～８．０％、Ｃｒ：８．０～１５．０％を含有
し、さらに、Ｍｏ：２．０％以下、Ｃｕ：０．４％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎｂ：０
．１％以下、Ｖ：０．５％以下の内の１種または２種以上を含有することを特徴とする、
請求項１～１０の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して、グラ
インダー加工による後処理を施すことを特徴とする、請求項１～１１の何れかに記載の溶
接継手の製造方法。
【請求項１３】
　前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して、ピー
ニング処理による後処理を施すことを特徴とする、請求項１～１１の何れかに記載の溶接
継手の製造方法。
【請求項１４】
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　前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して、ＴＩ
Ｇアークによる再加熱処理を施すことを特徴とする、請求項１～１１の何れか１項に記載
の溶接継手の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れか１項に記載の溶接継手の製造方法により製造された溶接継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶接継手の製造方法に関するものであり、より詳しくは、溶接継手の構造、
または、溶接構造物の構造が、鋼材の片側からのみ溶接が可能な構造とされた場合におい
て、ショットピーニング処理などの疲労強度向上対策を施すことが難しい、溶接を行った
側とは反対側の溶接止端部またはルート部の疲労強度を向上させることが可能な、溶接継
手の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　溶接構造物の疲労特性は、構造物自身の寿命を決定する上で、きわめて重要な特性であ
る。このような、溶接構造物の疲労強度を向上させる手段としては、溶接止端部の形状を
滑らかにして応力集中をできる限り緩和させるか、あるいは、ピーニング処理などを施す
ことで疲労が発生する個所に局部的に圧縮残留応力を付与させる等の方法がある。さらに
、特許文献１に記載された技術のように、溶接金属の変態開始温度を低くし、変態膨張を
利用した残留応力低減効果によって疲労強度を向上させる方法なども開示されている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術をはじめ、従来の技術では、例えば、構造的に
溶接止端部が密閉されてしまう継手に対して、どのように適用すべきか、その手段は開示
されていなかった。
　図１は溶接継手及び溶接構造物の一例を示す図であり、この図１は、曲げ剛性を確保す
るために、平板にＵ形断面を持つ部材を溶接で取り付けた場合の構造を説明する模式図で
ある。図１に示す例の場合、Ｕ形部材は、平板と２箇所で溶接され、その継手はＴ型継手
である。この際、疲労き裂は応力集中部に発生するため、図１に示す例では符号Ａ～Ｄで
示した４箇所に発生することとなる。これらのうち、符号Ａ、Ｂで示した２箇所は溶接構
造物の外側に位置するため、補修を実施することが容易であり、また、事前に溶接止端部
の形状を滑らかに加工したり、ピーニング処理を実施して圧縮残留応力を付与したりする
ことにより、疲労強度の向上を図ることが可能である。
【０００４】
　しかしながら、図１中の符号Ｃ、Ｄで示された２箇所の溶接止端部は、構造上密閉され
ていることになり、溶接終了後の後処理ができない。これは、ピーニングなどの機械的な
後処理方法の場合、疲労が問題となる部分（図１における符号Ｃ、Ｄの箇所を参照）に直
接接触しながら処理を行わなければならないという、きわめて単純な理由による。そのた
め、図１に示すような溶接構造物の疲労強度は、符号Ｃ、Ｄで示された溶接止端部の疲労
強度で決定され、符合Ａ、Ｂで示された溶接止端部の疲労強度をいくら向上させても、溶
接構造物全体としての疲労強度が向上しないという問題が残る。
【０００５】
　一方、特許文献１または２に記載の技術でも、当該文献に開示されている技術は、あく
までも溶接止端部が外側に位置する場合の継手に対する技術が開示されているのみである
。例えば、実際の溶接構造物において、内側に位置する溶接止端部に疲労き裂が発生した
場合には、特許文献１に開示された溶接材料を、どのようにして使用すれば良いのか、必
ずしも明白ではない。図１の場合は、２パス溶接でＴ字継手の溶接を完了させているが、
この場合には、後続溶接ビード、すなわち外側の溶接ビードを形成する際の熱が、内側の
ビードが生成した残留応力を壊すため、本来の効果が得られないこととなる。他方、図１
に示すようなＴ字継手の形成を１パス溶接で行うと、突合せ凝固となり、溶接部に高温割
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れが発生するおそれが大きくなる。また、溶接金属に残留応力を低減する程度の合金元素
を添加した場合には、通常の溶接材料よりもはるかに高温割れ感受性が高くなり、この問
題も回避しながら疲労強度を向上させる技術が必要とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１３８２９０号公報
【特許文献２】特開２００１－２４６４９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、溶接構造物の疲労強度は、溶接構造物全体の寿命を決定する要因であ
り、特に、最も疲労強度が低い部分で、その溶接構造物全体の疲労強度が決定される。
【０００８】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、構造上密閉領域が存在するなどの理由
で、疲労強度が問題となる溶接止端部あるいはルート部に対して、ショットピーニングな
どの機械的処理や、ビード形成などの溶接による疲労強度向上対策ができない場合におい
て、疲労強度を向上させることが可能な溶接継手の製造方法の提供を目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、以上の観点から、機械的な疲労強度向上のための対策ができない構造の
溶接止端部またはルート部が存在する場合における、溶接継手の疲労強度向上が達成可能
な手段について鋭意研究を重ねてきた。そして、事前に低温で変態膨張する溶接金属を、
溶接止端部側またはルート部側に形成させ、後続溶接でその溶接金属を再変態させること
により、あるいは、誘導加熱または通電加熱によりその溶接金属を再変態させることによ
り、一度消失した圧縮残留応力を再度発生させることができ、これにより、溶接止端部ま
たはルート部の疲労強度の向上が達成できることを見出したものである。本発明は、この
ような研究によってなされたものであり、その要旨は以下のとおりである。
【００１０】
（１）鋼材の接合部を多パス溶接により溶接する溶接継手の製造方法において、前記多パ
ス溶接は、１パス目の溶接金属の変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲となるような
溶接材料を用いて溶接を施す第１の溶接工程、次いで、前記第１の溶接工程で形成した溶
接金属の一部が未溶融部となるように、溶接金属を１パスまたは２パス以上で盛り上げる
溶接を施す第２の溶接工程であって、最終パスの溶接熱により前記未溶融部を全てオース
テナイトに再変態させる第２の溶接工程、を有することを特徴とする、溶接継手の製造方
法。
（２）鋼材の接合部を多パス溶接により溶接する溶接継手の製造方法において、前記多パ
ス溶接は、１パス目の溶接金属の変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲となるような
溶接材料を用いて溶接を施す第１の溶接工程と、次いで、前記第１の溶接工程で形成した
溶接金属の一部が未溶融部となるように、溶接金属を１パスまたは２パス以上で盛り上げ
る溶接を施す第２の溶接工程、を有し、その後、前記未溶融部を全てオーステナイトに再
変態させる熱処理を施す工程、を有することを特徴とする、溶接継手の製造方法。
（３）前記溶接継手の接合部を片側からの溶接によってのみ形成することを特徴とする（
１）または（２）に記載の溶接継手の製造方法。
（４）前記溶接継手は、溶接継手の構造または溶接構造物の構造上、前記溶接継手の片側
からのみ溶接が可能な構造であることを特徴とする、（１）～（３）の何れかに記載の溶
接継手の製造方法。
（５）前記溶接継手は、Ｔ継手、角継手または重ね継手であることを特徴とする、（１）
～（４）の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
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（６）前記溶接継手はＴ継手であり、前記Ｔ継手の接合部は未溶着部分と前記未溶着部分
を挟む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接により多パス溶接
する請求項１に記載の溶接継手の製造方法において、前記未溶着部分の長さが、該各多パ
ス溶接における各パス溶接ビード厚みの最大値の３倍以上であることを特徴とする、溶接
継手の製造方法。
（７）前記溶接継手は十字継手であり、前記十字継手の接合部は未溶着部分と前記未溶着
部分を挟む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接により多パス
溶接する（１）に記載の溶接継手の製造方法において、該各多パス溶接の間に存在する未
溶着部分の長さ、および、該Ｔ継手を形成する鋼材板厚の最小値が、該各多パス溶接にお
ける各パス溶接ビードの厚みの最大値の３倍以上であることを特徴とする、溶接継手の製
造方法。
（８）前記溶接継手はＴ継手または十字継手であり、前記溶接継手の接合部は未溶着部分
と前記未溶着部分を挟む両側の溶接部からなり、前記溶接部を片側からのみ部分溶解溶接
により多パス溶接する（２）に記載の溶接継手の製造方法において、前記熱処理をすべて
の溶接部の各多パス溶接をすべて終了した後に行うことを特徴とする、溶接継手の製造方
法。
（９）前記熱処理工程は、誘導加熱または通電加熱の何れかの加熱方法を用いることを特
徴とする、（２）～（５）、（８）の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
（１０）前記第１の溶接工程において用いられる前記溶接金属の成分が、質量％で、Ｃ：
０．０１～０．１５％、Ｓｉ：０．２～０．８％、Ｍｎ：０．４～２．０％、Ｐ：０．０
３％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎｉ：７．０～１１．５％を含有し、さらに、Ｃｕ：０
．４％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｖ：０．５％以下、Ｃｒ：３．
０％以下、Ｍｏ：２．０％以下の内の１種または２種以上を含有することを特徴とする、
（１）～（９）の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
（１１）前記第１の溶接工程において用いられる前記溶接金属の成分が、質量％で、Ｃ：
０．００５～０．１０％、Ｓｉ：０．１～０．７％、Ｍｎ：０．１～２．０％、Ｐ：０．
０３％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎｉ：４．０～８．０％、Ｃｒ：８．０～１５．０％
を含有し、さらに、Ｍｏ：２．０％以下、Ｃｕ：０．４％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎ
ｂ：０．１％以下、Ｖ：０．５％以下の内の１種または２種以上を含有することを特徴と
する、（１）～（１０）の何れかに記載の溶接継手の製造方法。
（１２）前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して
、グラインダー加工による後処理を施すことを特徴とする、（１）～（１１）の何れかに
記載の溶接継手の製造方法。
（１３）前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して
、ピーニング処理による後処理を施すことを特徴とする、（１）～（１１）の何れかに記
載の溶接継手の製造方法。
（１４）前記第２の溶接工程後において、溶接を行った側の溶接ビードの止端部に対して
、ＴＩＧアークによる再加熱処理を施すことを特徴とする、（１）～（１１）の何れかに
記載の溶接継手の製造方法。
（１５）（１）～（１４）の何れか１項に記載の溶接継手の製造方法により製造された溶
接継手。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の溶接継手の製造方法によれば、溶接継手の構造上、あるいは溶接構造物の構造
上の問題から、機械的または溶接による後処理のできない構造の内側溶接止端部あるいは
ルート部が存在する場合でも、溶接継手の疲労強度向上を図ることができるとともに、溶
接構造物全体の寿命を向上でき、あるいは、既設の溶接構造物に対しては、補修をするこ
とにより溶接構造物の延命を図ることができ、産業上の意義はきわめて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】本発明の溶接継手の製造方法の一例を説明するための模式図であり、構造的に内
側溶接止端部が密閉される構造の溶接継手の例を示す断面図である。
【図２ａ】本発明の溶接継手の製造方法の他例を説明するための模式図であり、片側から
のみ溶接可能で、部分溶け込み溶接で形成される外部から接近不可能なルート部を有する
溶接継手の例を示す断面図である。
【図２ｂ】本発明の溶接継手の製造方法の他例を説明するための模式図であり、Ｔ継手の
接合部が未溶着部分と前記未溶着部分を挟む両側の溶接部からなり、溶接部が部分溶け込
み溶接で形成される外部から接近不可能なルート部を有する溶接継手の例を示す断面図で
ある。
【図３】本発明におる溶接金属厚みの定義を説明するための模式図である。
【図４】本発明の溶接継手の製造方法の一例を説明するための模式図であり、構造的に内
側溶接止端部が密閉されている構造の溶接継手の例を示す図である。
【図５】本発明の溶接継手の製造方法の一例を説明するための模式図であり、図４で示す
溶接継手の溶接部を示す部分拡大断面図である。
【図６】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例１
における疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【図７】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例３
における疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【図８】本発明の溶接継手を説明するための模式図であり、実施例５における角継手の溶
接部を示す部分拡大図である。
【図９】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例５
における角継手の疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【図１０】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例
５における重ね継手の疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【図１１】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例
５におけるＴ継手の疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【図１２】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例
６における両側から溶接するＴ継手の疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図
である。
【図１３】本発明の溶接継手の製造方法の実施例を説明するための模式図であり、実施例
６における十字継手の疲労試験を行った際の、荷重負荷方向を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の溶接継手の製造方法の実施形態について、図１～図１３を適宜参照しな
がら説明する。なお、本実施形態は、本発明の溶接継手の製造方法の趣旨をより良く理解
させるために詳細に説明するものであるから、特に指定の無い限り本発明を限定するもの
ではない。
【００１４】
　初めに、本発明の技術思想について述べる。
　本発明では、疲労強度向上方法を、大きく３種類に分けている。１つ目は、ショットピ
ーニングなどのように、衝撃などの力学的あるいは機械的な処理を表面に与える方法、２
つ目は、溶接金属の成分を調整し、溶接金属の変態膨張を利用するなど、鋼材または溶接
材料の成分など材料学的な特徴に工夫を加える方法、３つ目は、溶接後に熱を加えるなど
の方法である。これら方法を、本発明では、それぞれ、機械的方法、材料学的方法、熱処
理的方法と呼ぶことにする。
　このような分類に従えば、本発明は、材料学的方法と熱処理的方法の両方を用いる方法
といえる。
【００１５】
　本発明は、すでに述べたとおり、機械的処理などの疲労強度向上方法ができない構造を
持っている溶接継手の疲労強度の向上を目的としている。一般には、このような構造とし
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ては、溶接構造物として部分的に密閉構造を有している、あるいは溶接継手として、部分
溶け込みなどの未溶着部分が存在するなどの理由で、直接、ピーニング処理やグラインダ
ー処理などができないような場合をさす。
【００１６】
　また、溶接金属の変態膨張を利用した残留応力低減による疲労向上技術（以降、このよ
うな成分系の溶接材料を低温変態溶材と呼び、そのときに形成される溶接金属を低温変態
溶接金属と呼ぶことがある）を適用する場合は、溶接パス数が１パスの場合は、残留応力
低減効果が期待でき、疲労強度改善効果も期待できる。しかしながら、低温変態溶材は、
ＮｉやＣｒなどを多く含有しており、高温割れを発生しやすい成分系でもある。このよう
な場合では、継手の形状によっては、１パス溶接を実施すると、溶接金属で突合せ凝固を
発生させやすく、高温割れを発生させる危険性が極めて高くなる。溶接部に割れが存在す
る場合、溶接止端部の残留応力を圧縮にしても、溶接金属内部の割れから疲労き裂が発生
するため、継手全体としての疲労強度の向上にはつながらない。逆に、高温割れを回避し
ようと多パス溶接を行うと、継手形状の関係から、疲労が問題になる溶接止端部またはル
ート部は、第１パスによって形成されるため、第２パス以降の溶接熱により圧縮残留応力
が消失するという問題が発生する。
【００１７】
　このような、機械的処理などによる疲労強度向上対策が実施できない継手としては、図
１に示すような、構造上、密閉空間が存在するような場合に加え、図２ａに示すように、
部分溶け込み溶接による溶接継手のように、密閉空間が存在しなくても未溶着部分が存在
するため、疲労が問題となる応力集中部分（図２ａ中の符号Ｆで示す部分を参照）に、直
接機械的処理ができないような場合も考えられる。本発明では、図１に示すように、密閉
空間が存在するために機械的処理ができない場合における、図１中の符号Ｃ、Ｄで示す箇
所を内側溶接止端部とよび、図２ａに示すように、未溶着部分が存在するような場合を、
ルート部と呼ぶことにする。
【００１８】
　本発明では、上記のような、密閉空間側の内側溶接止端部２１や、ルート部４１の疲労
強度問題を以下のようにして解決する。本発明では、溶接後に熱処理を行わない場合（請
求項１を参照）と、熱処理を行う場合（請求項２を参照）の２種類の方法を開示している
。本発明では、前者を非熱処理型、後者を熱処理型と呼ぶことにする。
【００１９】
　最初に、非熱処理型について述べる。
　本発明における、非熱処理型の溶接継手の製造方法は、図１または図２に例示するよう
に、溶接継手の構造、または、溶接構造物の構造上、溶接継手１０（３０）の鋼材１１（
３１）の片側からのみ溶接が可能な構造であり、溶接構造物１で覆われる内側溶接止端部
２１、あるいは、部分溶け込み溶接で形成される外部から接近不可能なルート部４１が、
機械的または溶接による後処理のできない構造の溶接継手１０（３０）を製造する方法で
あり、内側溶接止端部２１またはルート部４１を、変態開始温度が１７５℃～４００℃の
範囲である溶接金属を用いて形成する溶接を施す第１の溶接工程と、さらに、第１の溶接
工程で形成した内側溶接止端部２１またはルート部４１をなす溶接金属の少なくとも一部
が未溶融部となり、かつ、該未溶融部が全てオーステナイトに再変態するまで加熱される
溶接入熱で、溶接金属を１パスで盛り上げる溶接を施すことにより、内側溶接止端部２１
またはルート部４１に圧縮残留応力を導入する第２の溶接工程と、を備える方法である。
【００２０】
　上述のような非熱処理型の方法においては、まず、高温割れを防ぐために、突合せ凝固
の発生を防ぐ目的で、第１溶接ビードとして、低温変態溶材を用いて溶接ビード（内側溶
接止端部、ルート部）を形成させる。これが第１の溶接工程にあたる。これは、低温変態
溶材をもちいて形成された溶接金属であるため、この溶接金属は低温変態溶接金属である
。この溶接ビードにより、機械的処理ができない側の内側溶接止端部またはルート部を形
成させる。しかしながら、この状態では、充分な溶接量が得られていないことになり、継
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手の静的強度が不足する。そこで、後続ビードとしての第２溶接ビード（外側溶接止端部
）を形成させる。これが第２の溶接工程に当たる。第２ビードの形成に関しては、溶接構
造物を形成している鋼板の強度に見合った溶材、すなわち、通常の溶接材料を用いること
もできるし、また、低温変態溶材を引き続き使用することもできる。なお、高温割れ感受
性が低い材料を選択する、という意味からは、第２ビード形成には、通常の溶接材料を用
いることが望ましい。また、溶接関係者にとって、鋼材強度に見合う溶接材料を選択する
ことは特に難しいことではない。
【００２１】
　このように、溶接継手を２パス溶接にて形成させるわけであるが、単に２パス溶接を行
うだけでは、低温変態溶材による第１溶接ビードが形成した圧縮残留応力が、第２ビード
により消失してしまう危険が発生し、このままでは疲労強度向上は見込めない。そこで、
第２の溶接工程を施工する際に、最初に形成された圧縮残留応力が消失したあとに、再度
圧縮残留応力が発生するようにする必要がある。第２溶接ビードにより、圧縮残留応力を
再度発生させるという点が、本発明の根幹をなす技術思想である。すなわち、疲労強度を
向上させる圧縮残留応力は、低温変態溶材を用いて溶接したときに発生する残留応力では
なく、２回目の溶接をしたときに発生する残留応力である。
【００２２】
　従来技術における低温変態溶材の利用は、変態膨張利用により圧縮残留応力を導入する
技術であるが、この圧縮残留応力は、低温変態溶材を使用した溶接時の冷却過程で発生す
るものである。本発明においては、この圧縮残留応力は、１パス目の溶接に発生する圧縮
残留応力に対応するが、本発明では、この圧縮残留応力は、２回目の溶接にて消失してし
まっている。本発明の根幹を成す技術思想は、２回目の溶接時に再び圧縮残留応力を発生
させるものであり、さらには、２回目の溶接に用いる溶接材料は、必ずしも低温変態溶材
に限る必要は無い。
【００２３】
　必ずしも低温変態溶材ではない溶接材料を用いている第２の溶接工程にて、圧縮の残留
応力を、疲労が問題となっている内側溶接止端部またはルート部に発生させるためには、
第２溶接を無制限に行うわけには行かない。すなわち、第２溶接による熱影響をコントロ
ールする必要がある。具体的には、第２の溶接工程にて、圧縮の残留応力を再生させるた
めには、第２溶接による熱影響にて、第１溶接にて形成された低温変態溶接金属を、全て
オーステナイトに再変態させる必要がある。逆に、全てオーステナイトに再変態させるこ
とができれば、その後の冷却中に変態膨張が再び発生し、圧縮残留応力を再び発生させる
ことができ、その結果、疲労強度向上も達成できる。第２の溶接工程により、第１溶接に
て形成された低温変態溶接金属の一部のみがオーステナイトに再変態するだけでは、その
後の冷却中に未変態部分は熱収縮するだけで変態膨張しないため、十分な圧縮残留応力を
再び発生させることができない。また、第１溶接にて形成された低温変態溶接金属の表面
を単に被覆するように溶接しても、第１溶接にて形成された低温変態溶接金属を全てオー
ステナイトに再変態させることはできない。
【００２４】
　第２の溶接工程では、第１の溶接工程で形成された低温変態溶接金属の一部または全部
が未溶融である必要がある。低温変態溶接金属全てが、２回目の溶接にて溶融されてしま
うと、圧縮残留応力が再導入されなくなる。一方、第２の溶接工程における最終溶接パス
で、該未溶融低温変態溶接金属の全てが、オーステナイトに再変態するまでに加熱されな
ければならない。このような条件を事前に検討することは、溶接関係者であれば特に難し
いことではない。実際の溶接継手と同じ形状の試験体を予め用意して、実際に溶接をおこ
なうときに用いるべき溶接材料と同じ溶接材料で、第１の溶接工程および第２の溶接工程
を行うことで溶接継手を作製し、その後、断面マクロを該溶接継手から採取することで、
低温変態溶接金属の未溶融部分が存在するかどうか、さらには、第２の溶接工程における
最終溶接パスにより、該未溶融低温変態溶接金属が全てオーステナイトに再変態したかど
うかは、断面マクロの組織観察を行えば容易に判断できるからである。このようにして、
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事前に溶接条件を決定しておき、実際の溶接継手に対して、この条件にて溶接施工を行え
ばよい。低温変態溶接金属の変態開始温度についても、事前に作製した溶接継手の未溶融
低温変態溶接金属部分から試験片を採取して、変態開始温度を測定することにより確認で
きる。
【００２５】
　以上は、図１や図２ａのような継手に対して疲労強度を向上させるものである。
　次に、両側から溶接するＴ継手に関して述べる。
　この場合は、図２ｂのような場合であり、ルート部に疲労強度を向上させるためには、
２か所存在する溶接金属が十分離れている場合に限定し、各溶接金属を形成させるための
第１及び第２の溶接工程が、もう一方の溶接工程で導入された残留応力を消失させないよ
うにすればよい。すなわち、両側に存在する溶接金属が、それぞれ独立と見なせるように
なれば、各溶接金属を形成させるための溶接工程に対して、既に述べた非熱処理形の技術
を適用することで、ルート部の疲労強度を向上させることができる。図２ｂでは、継手と
してはＴ継手という１つの継手であるが、本発明は、残留応力を制御することで疲労強度
を向上させることを目的としているため、それぞれの溶接がもう一方の残留応力に与える
影響が無視できれば、片側からのみ溶接する溶接部が２か所存在している、と考えている
。この場合、未溶着部分は両側の溶接部に挟まれた密閉空間に対応する。
　残留応力に影響しない程度に離れている、というのは溶接入熱量にも依存する。入熱量
が高い場合は、そのときの溶接パスで形成された溶接金属の厚みも大きくなるため、本発
明では、この溶接金属の厚みを入熱量の代わりに採用した。本発明では、溶接金属の厚み
は図３に示されるように定義する。まず、溶接金属表面の１点、Ａを定める。このＡにお
ける溶接金属表面の接線を定め、次に、その接線に垂直に交わりかつ点Ａを通る直線を求
める。この直線と該溶接金属の融合線の交点をＢと定め、点Ａ、点Ｂ間の距離を点Ａにお
ける厚みと定義する。このようにして、溶接金属各点で厚みを定義し、その最大値を該溶
接金属の厚みと定める。なお、この定義では、後続の溶接が行われると、溶接金属表面が
消失してしまうので、各溶接パスが行われた後の、後続溶接パスが行われる前に厚みを決
定する必要があることに注意が必要である。そして、各溶接パスで形成された溶接金属の
厚みのうち、その最大値と未溶着部分の長さを比較し、未溶着部分の長さがその最大値の
３倍以上ある場合は、両側に存在する溶接金属は互いに独立と見なすことができ、残留応
力に影響しないということを見出したものである。未溶着部分がこれより短い場合は、片
側の溶接工程がもう一方側の残留応力に影響し、疲労強度が必ずしも向上しない場合があ
るため、この値を設定した。
【００２６】
　次に、十字継手について述べる。
　十字継手に関しては、１枚の鋼板の表側と裏側、それぞれに対して、両側から溶接する
Ｔ継手を形成させたものと考えることができる。この場合、それぞれのＴ継手を形成させ
るための限定条件は、Ｔ継手を形成させるときに設定した限定条件を満たす必要がある。
十字継手に関しては、この条件に加え、鋼板を通して伝わる溶接熱に関しても注意する必
要がある。この場合は、板厚が残留応力に影響しない程度に厚くなっていればよい。すな
わち、未溶着部分の長さおよび十字継手を形成する鋼板の最少板厚が、各溶接パスで形成
された溶接金属の厚みの最大値の３倍以上ある場合は、新たに形成された溶接金属は、互
いに独立と見なすことができ、残留応力に影響しないということを見出したものである。
未溶着部分がこれより短い場合は、片側の溶接工程がもう一方側の残留応力に影響し、疲
労強度が必ずしも向上しない場合があるため、この値を設定した。
　以上が、非熱処理型の疲労強度向上方法における本発明の技術思想である。
　上記の低温変態溶接金属の変態は、本発明が規定している低温で発生する体積膨張する
変態であれば、必ずしも特定の変態に限らなくても効果があるが、一般に本発明の温度範
囲内で発生する変態はマルテンサイト変態である。マルテンサイト変態の変態開始温度は
、ベイナイト変態やフェライトパーライト変態の場合と異なり、溶接時の冷却速度に依存
せず、溶接金属成分のみで決定されるという特徴がある。そして、成分を用いた推定式も
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知られており、例えば以下の様な推定式が提案されている。
　Ｍｓ＝７１９－７９５Ｃ－２０Ｃｒ－３２Ｎｉ－３５．６Ｓｉ－１３．３Ｍｎ－２３．
７Ｍｏ－１１．９Ｎｂ
なお、Ｍｓは、マルテンサイト変態開始温度（℃）で、Ｃ等は、溶接金属成分値（質量％
）を示す。このような推定式の存在は、溶接技術者にとって、材料開発の指針になりえる
便利な指標である。なお、本発明の温度範囲で発生する変態が主としてマルテンサイト変
態である点は、次に述べる熱処理型でも同じである。
【００２７】
　次に、本発明における熱処理型の疲労強度向上方法について述べる。
　本発明における、熱処理型の溶接継手の製造方法は、上述のような溶接継手、または、
溶接構造物の構造とされた溶接継手１０（３０）を製造する方法において、内側溶接止端
部２１またはルート部４１を、変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲である溶接金属
を用いて形成する溶接を施す第１の溶接工程と、さらに、第１の溶接工程で形成した内側
溶接止端部２１またはルート部４１をなす溶接金属の少なくとも一部が未溶融部となるよ
うに、溶接金属を１パスまたは２パス以上で盛り上げる溶接を施す第２の溶接工程と、そ
の後、第１の溶接工程で形成した溶接金属の未溶融部を全てオーステナイトに再変態させ
る熱処理を施すことにより、内側溶接止端部２１またはルート部４１に圧縮残留応力を導
入する熱処理工程と、を備える方法である。
【００２８】
　非熱処理型の方法では、第２の溶接工程によって、第１の溶接工程で形成された低温変
態溶接金属を全てオーステナイトに再変態するまでに加熱するが、熱処理型の方法として
は、継手の形状上、全てオーステナイトに再変態させることが難しい場合など、必ずしも
確実に圧縮残留応力が再導入できるとは判断できない場合、溶接後、熱処理を行ない、こ
の熱により、低温変態溶接金属部分を確実に全てオーステナイトに再変態させる方法であ
る。そのため、非熱処理型と比較すると、第１の溶接工程は、熱処理型と同じであり、第
２の溶接工程としては、第１の溶接工程で形成された低温変態溶接金属の一部を未溶融状
態になるようにし、溶接材料は必ずしも低温変態溶材を用いる必要は無い、という点まで
が同じである。しかしながら、熱処理型における第２の溶接工程としては、第２の溶接工
程の最終溶接パスで、第１の溶接工程で形成された低温変態溶接金属未溶融部分の全てま
たは一部が、必ずしもオーステナイトに再変態される必要は無い。なぜなら、第２の溶接
工程の後の熱処理工程において、全てオーステナイトに再変態させるからである。すなわ
ち、本発明における熱処理型の疲労強度向上方法は、低温変態溶接金属のオーステナイト
への再変態は、溶接後の熱処理で実施するため、それ以前で、オーステナイトに再変態さ
せる必要は無い。
【００２９】
　本発明における熱処理型の疲労強度向上方法の、溶接施工条件や熱処理条件を予め決定
することは、溶接関係者にとって特に難しいことではない。非熱処理型の場合と同じよう
に、実際の溶接継手と同じ形状の試験体を予め用意して、実際溶接をおこなうときに用い
るべき溶接材料と同じ溶接材料で、第１の溶接工程および第２の溶接工程を行ない、次い
で、作製した溶接継手を熱処理工程で処理し、その後、断面マクロを該溶接継手から採取
することで、低温変態溶接金属の未溶融部分が存在するかどうか、さらには、熱処理によ
り、該未溶融低温変態溶接金属が全てオーステナイトに再変態したかどうか、を断面マク
ロの組織観察から判断すればよい。このようにして、事前に溶接条件や熱処理条件を決定
しておき、実際の溶接継手に対して、この条件にて施工を行えばよい。低温変態溶接金属
の変態開始温度についても、事前に作製した溶接継手の未溶融の低温変態溶接金属部分か
ら試験片を採取して、変態開始温度を測定することにより確認できる。
　以上が、本発明における非熱処理型および熱処理型の疲労強度向上方法の技術思想であ
る。なお、非熱処理型で第２の溶接工程が２パス以上になる場合、第２の溶接工程の最終
パスが第１の溶接工程で形成された溶接金属から離れてくるため、非熱処理型の第２の溶
接工程は１パス溶接の場合に限定することが望ましい。
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【００３０】
［溶接継手の製造方法の限定理由］
　次に、本発明における限定理由について述べる。
【００３１】
「第１の溶接工程で用いる溶接金属の変態開始温度」
　最初に、低温変態溶接金属の変態開始温度を限定した理由について述べる。
　本発明では、疲労が問題となる、機械的または溶接による後処理で疲労強度向上対策が
実施できない内側溶接止端部またはルート部に低温変態溶接金属を形成させ、該低温変態
溶接金属の変態膨張により圧縮残留応力を溶接止端部またはルート部に導入させる。その
ためには、変態終了後の熱収縮を小さくする必要がある。変態開始温度の上限である４０
０℃は、これを上回る変態開始温度では、変態終了後の熱収縮が大きくなり、変態膨張時
に導入された圧縮応力が消失してしまうため、この値を設定した。一方、下限の１７５℃
は、これを下回る変態開始温度にしても、その効果はほぼ同じであること、また、１７５
℃を下回るような変態開始温度を得るようにするためには、本発明の限定範囲を上回る合
金元素料を添加しなければならず、溶接材料製造コストの点、さらには、高温割れを発生
する危険が高くなってくるため、この値を設定した。
【００３２】
「熱処理工程における熱処理方法」
　次に、熱処理型における、熱処理方法について述べる。
　溶接継手を熱処理する方法としては、ガスバーナーによる加熱、電気ヒーターによる通
電加熱、あるいは、構造物全体を熱処理路に入れる、などの方法が考えられる。本発明で
は通電加熱または誘導加熱による熱処理方法が好ましい。通電加熱または誘導加熱と、ガ
スバーナーや電気ヒーターによる加熱とでは、次の点で大きく異なる。
【００３３】
　通電加熱は、溶接継手に電流を流し、そのとき発生するジュール熱を用いて加熱する方
法であり、誘導加熱は渦電流を発生させ、それを用いて加熱する方法で、熱は溶接継手内
部に発生する。一方、ガスバーナーなどは、継手表面から熱伝導により継手内部に熱がつ
たわる。本発明が対象としているのは、構造上、機械的または溶接による後処理ができな
い内側溶接止端部またはルート部の疲労であるため、熱処理を行なう場合も、ガスバーナ
ーなどで直接あぶることはできない。そのため、低温変態溶接金属を熱処理でオーステナ
イトに再変態させるためには、熱が低温変態溶接金属に伝導するまで加熱し続ける必要が
ある。このため、低温変態溶接金属のみならず、そのまわりの部分も相当加熱されてしま
う。これは、熱処理の効率が悪いだけでなく、熱処理時に大きな残留応力を新たに発生さ
せてしまう危険が出てくることを意味する。それに対して、通電加熱や誘導加熱は、内部
発熱のため、熱が伝導し低温変態溶接金属まで熱が伝達するという問題が少なく、新たに
残留応力が発生するというような問題は、ガスバーナー加熱などの場合よりも少ない。よ
って、本発明では、通電加熱または誘導加熱を用いることが望ましい。
【００３４】
［溶接金属（低温変態）の成分：第１の溶接工程］
　次に、第１の溶接工程で用いる、低温変態する溶接金属の成分を限定した理由について
述べる。
　本発明では、低温変態溶接金属として、Ｎｉを主体とした成分系と、ＣｒおよびＮｉの
両方を主体とした成分系を提供している。本発明では、前者をＮｉ系、後者をＣｒ－Ｎｉ
系と呼ぶことにする。なお、以下の説明において、各元素の含有量を示す「％」は、特に
指定の無い限り、「質量％」を表す。
【００３５】
「Ｎｉ系の成分」
　まず、Ｎｉ系について、その成分範囲の限定理由について説明する。
【００３６】
（Ｃ：炭素）０．０１～０．１５％
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　Ｃは、それを鉄に添加することによりＭｓ温度を下げる働きをする。しかし、その一方
で、過度の添加は、溶接金属の靱性劣化および溶接金属割れの問題を引き起こすため、そ
の上限を０．１５％とした。しかし、Ｃが無添加の場合は、マルテンサイトが得られにく
く、また他の高価な元素のみで残留応力低減を図らなければならず、経済的とはいえない
。Ｃを０．０１％以上添加する場合に限定したのは、安価な元素であるＣを利用し、その
経済メリットが出る最低限の値として設定した。なお、Ｃの上限は、溶接金属割れの観点
から、より好ましくは０．１０％に設定することが望ましい。
【００３７】
（Ｓｉ：ケイ素）０．２～０．８％
　Ｓｉは、脱酸元素として知られる。Ｓｉは、溶接金属の酸素レベルを下げる効果がある
。特に溶接施工中においては、溶接中に空気が混入する危険性があるため、Ｓｉ量を適切
な値にコントロールすることはきわめて重要である。まず、Ｓｉの下限についてであるが
、Ｓｉ量として０．２％に満たない場合、低温変態溶接材料のＳｉ量も低いことになる。
この場合、脱酸効果が薄れ溶接金属中の酸素レベルが高くなりすぎ、機械的特性、特に靱
性の劣化を引き起こす危険性がある。そのため、本発明では、その下限を０．２％とした
。一方、過度のＳｉ添加も靱性劣化を発生せしめるため、その上限を０．８％とした。
【００３８】
（Ｍｎ：マンガン）０．４～２．０％
　Ｍｎは、強度を上げる元素として知られる。Ｍｎの下限０．４％は、強度確保という効
果が得られる最低限の値として設定した。一方、過度の添加は、これ以上の添加を行って
も、特に疲労強度向上が期待できないため、上限を２．０％に設定した。
【００３９】
（Ｐ：リン）０．０３％以下
（Ｓ：硫黄）０．０２％以下
　ＰおよびＳは、本発明では不可避的不純物である。しかし、これら元素は、溶接金属に
多く存在すると、靱性が劣化するため、その上限をそれぞれ０．０３％、０．０２％とし
た。
【００４０】
（Ｎｉ：ニッケル）７．０～１１．５％
　Ｎｉは、単体でオーステナイト、すなわち面心構造を持つ金属であり、溶接金属に添加
することにより、オーステナイトの状態をより安定な状態にする元素である。鉄そのもの
は、高温域でオーステナイト構造になり、低温域でフェライトすなわち体心構造になる。
Ｎｉは、それを添加することにより、鉄の高温域における面心構造をより安定な構造にす
るため、無添加の場合に比べ、より低温度域においても面心構造となる。このことは、体
心構造に変態する温度が低くなることを意味する。Ｎｉの下限７．０％は、残留応力低減
効果が現れる最低限の添加量という意味で決定した。Ｎｉの上限１１．５％は、残留応力
低減の観点からは、これ以上添加してもあまり効果が変わらない上、これ以上添加すると
Ｎｉが高価であるという経済的デメリットが生じてくることに加え、高温割れの危険性が
生じてくるためである。なお、Ｎｉの下限は、確実に疲労強度を向上させるために、より
好ましくは８．０％に設定することが望ましい。
　以上が本発明におけるＮｉ系の必須成分に対する限定理由である。
【００４１】
　なお、Ｎｉ系については、上記必須成分以外にも、必要に応じて以下の成分を選択的に
添加することができる。
【００４２】
（Ｃｕ：銅）０．０５～０．４％
　Ｃｕは、溶接材料がワイヤである場合は、それにメッキすることにより通電性をよくす
る効果があるため、溶接作業性を改善するために有効な元素である。しかし、過度の添加
は、作業性改善の効果が飽和してくること、さらには、ワイヤ製造コストを上げるため産
業上も好ましくはない。Ｃｕの上限０．４％、はこのような理由により設定した。一方、



(13) JP 4865112 B1 2012.2.1

10

20

30

40

50

Ｃｕの下限０．０５％は、通電性をよくする効果が得られる最低限の値として設定した。
【００４３】
（Ｎｂ：ニオブ）０．００５～０．１％
　Ｎｂは、溶接金属中においてＣと結合し、炭化物を形成する。Ｎｂ炭化物は、少量で母
材および溶接金属の強度を上げる働きがあり、従って、有効利用することの経済メリット
は大きい。しかし、一方で、過度の炭化物形成は過大な析出硬化が発生するため、自ずと
上限が設定される。Ｎｂの下限は、炭化物を形成せしめ、強度増加効果が期待できる最低
の値として０．００５％に設定した。また、Ｎｂの上限は、強度増加が著しいことによる
溶接割れの問題、かつ、溶接割れの問題を回避できたとしても、強度増加効果が飽和して
くるために０．１％とした。
【００４４】
（Ｖ：バナジウム）０．０１～０．５％
　Ｖも、Ｎｂと同様な働きをする元素である。しかし、Ｎｂと異なり、同じ析出効果を期
待するためには、Ｎｂよりも添加量を多くする必要がある。このため、Ｖ添加の下限０．
０１％は、添加することにより析出硬化が期待できる最低値として設定した。また、Ｖの
上限は、これより多く添加すると析出硬化が顕著になりすぎ、また、過度の添加を実施し
ても、疲労向上効果の観点からは改善が飽和し、さらには、過度の析出硬化のため、溶接
割れの問題が発生してくることから、０．５％とした。
【００４５】
（Ｔｉ：チタン）０．００５～０．１％
　Ｔｉも、Ｎｂ、Ｖ同様、炭化物を形成し析出硬化を生じせしめる。しかし、Ｖの析出硬
化がＮｂのそれと違っていたように、Ｔｉの析出硬化もまたＮｂ、Ｖとは異なる。そのた
め、Ｔｉの添加量の範囲も、Ｎｂ、Ｖと異なった範囲が設定される。Ｔｉ添加量の下限０
．００５％は、その効果が期待できる最低量として、また、Ｔｉの上限の０．１％は、こ
れを超えて添加すると、疲労強度向上効果が飽和し、また、過度の析出効果により割れの
問題も発生するため、この値を設定した。
【００４６】
（Ｃｒ：クロム）０．１～３．０％
　Ｃｒは、Ｎｂ、Ｖ、Ｔｉと同様、析出硬化元素である。また、ＣｒはＭｓ温度を低減す
る効果も合わせ持つので、有効活用すべき元素である。しかし、本発明における低温変態
溶接金属は、主としてＮｉ添加によりＭｓ温度低減を達成しているため、Ｃｒ添加量はＮ
ｉより少なくすべきである。過度のＣｒ添加は、必ずしも残留応力低減効果を向上させず
、また、Ｃｒが高価であるため産業上好ましくはない。Ｃｒ添加量の下限０．１％は、こ
れを添加し、残留応力低減効果が得られる最低限の値として設定した。また、Ｃｒ添加量
の上限３．０％は、Ｎｉ系については、Ｍｓ温度がＮｉ添加により、すでに低減されてい
ること、他の析出元素により強度も確保されていることから、これ以上添加しても残留応
力低減効果があまり変わらなくなることにより設定した。
【００４７】
（Ｍｏ：モリブデン）０．１～２．０％
　Ｍｏも、Ｃｒ同様の効果を持つ元素である。しかし、Ｍｏは、Ｃｒ以上に析出硬化が期
待できる元素である。そのため、添加範囲はＣｒよりも狭く設定した。下限の０．１％は
、Ｍｏ添加の効果が期待できる最低限の値として設定した。また、Ｍｏの上限の２．０％
は、これ以上添加しても、疲労強度向上代が飽和してくるために設定した。
【００４８】
　以上が本発明のＮｉ系における成分限定理由である。なお、Ｎｉ系については、変態開
始温度を主としてＮｉで達成しているため、高温割れ防止の観点からは、Ｎｉ系低温変態
溶接金属の変態開始温度の下限を２００℃に設定することが望ましい。
【００４９】
　「Ｃｒ－Ｎｉ系の成分」次に、Ｃｒ－Ｎｉ系について、その成分範囲の限定理由につい
て説明する。
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【００５０】
（Ｃ：炭素）０．００５～０．１０％
　Ｃは、それを鉄に添加することにより、Ｍｓ温度を下げる働きをする。しかし、その一
方で、過度の添加は、溶接割れの問題や靱性劣化の問題を引き起こし、また、本発明にお
けるＣｒ－Ｎｉ系では、ＣｒおよびＮｉ添加でＭｎ温度をかなり下げているので、Ｃの上
限はＮｉ系より低く設定すべきである。このため、Ｃｒ－Ｎｉ系におけるＣの上限は、高
温割れ防止および靭性の観点から、その上限を０．１０％とした。しかし、Ｃが無添加の
場合は、マルテンサイトが得られにくく、また他の高価な元素のみで残留応力低減を図ら
なければならず経済的とはいえない。Ｃを０．００５％以上添加する場合に限定したのは
、安価な元素であるＣを利用し、その経済メリットが出る最低限の値として設定した。
【００５１】
（Ｓｉ：ケイ素）０．１～０．７％
　Ｓｉは、脱酸元素として知られる。特に、溶接金属では、溶接中に空気が混入する危険
性があるため、Ｓｉ量を適切な値にコントロールすることはきわめて重要である。まず、
Ｓｉの下限についてであるが、低温変態溶接金属のＳｉ量が０．１％に満たない場合、低
温変態溶接材料のＳｉ量もそれだけ低いことを意味し、脱酸効果が薄れて低温変態溶接金
属中の酸素レベルが高くなりすぎ、機械的特性、特に靱性の劣化を引き起こす危険性があ
る。そのため、低温変態溶接金属のＳｉ量の下限を０．１％とした。なお、Ｓｉは脱酸効
果以外にも、溶接時の作業性を改善する効果があるので、Ｓｉの下限は０．３０％とする
ことがより好ましい。一方、０．７％を上回るＳｉ添加を行っても、作業性改善効果は飽
和してくるので、その上限を０．７％とした。
【００５２】
（Ｍｎ：マンガン）０．１～２．０％
　Ｍｎは、一般的には強度を上げる元素として用いられるが、本発明におけるＣｒ－Ｎｉ
系では、Ｃｒなどにより、その効果は既に得られている。そのため、Ｍｎの添加は、Ｓｉ
と同じ、主として脱酸効果を目的とする。Ｍｎの下限０．１％は、脱酸効果が得られる最
低限の値として設定した。一方、上限の２．０％は、これ以上の添加を行っても、脱酸効
果代が飽和してくるため、上限を２．０％に設定した。
【００５３】
（Ｐ：リン）０．０３％以下
（Ｓ：硫黄）０．０２％以下
　ＰおよびＳは、本発明では不可避的不純物である。しかし、これら元素は、母材および
溶接金属に多く存在すると、靱性が劣化するため、その上限をそれぞれ０．０３％、０．
０２％とした。
【００５４】
（Ｎｉ：ニッケル）４．０～８．０％
　Ｎｉは、単体でオーステナイトすなわち面心構造を持つ金属である。鉄そのものは、高
温域でオーステナイト構造になり、低温域でフェライト、すなわち体心構造になる。Ｎｉ
は、それを添加することにより、鉄の高温域における面心構造をより安定な構造にするた
め、無添加の場合に比べ、より低温度域においても面心構造となる。このことは、体心構
造に変態する温度が低くなることを意味する。また、Ｎｉは、それを添加することにより
溶接金属の靱性を改善するという効果を持つ。Ｃｒ－Ｎｉ系低温変態溶接金属におけるＮ
ｉ添加量の下限４．０％は、残留応力低減効果が現れる最低限の添加量および靱性確保の
観点から決定した。Ｎｉ添加量の上限８．０％は、Ｃｒ系溶接ワイヤにおいては、次に述
べるＣｒ添加により、ある程度Ｍｓ温度が低減されていること、および、残留応力低減の
観点からは、これ以上添加してもあまり効果が変わらない上、これ以上添加するとＮｉが
高価であるという経済的デメリットが生じてくるため、この値を設定した。
【００５５】
（Ｃｒ：クロム）８．０～１５．０％
　Ｃｒは、Ｎｉと異なり、フェライトフォーマーである。しかし、Ｃｒは、それを鉄に添
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加すると、高温度域ではフェライトであるものの、中温度域ではオーステナイトを形成し
、さらに温度が低くなると再びフェライトを形成する。実際は、低い温度側のフェライト
は一般的に得られず、マルテンサイトが得られることになる。これは、Ｃｒを添加するこ
との利点が、焼入性の増加であることが原因である。すなわち、Ｃｒを添加することによ
るマルテンサイト変態は、焼入性が増加することによるフェライト変態が生じない点と、
Ｍｓ温度そのものが低くなるという２つの点が存在する。これら両方の効果を満たしなが
ら、残留応力を低減するための変態膨張を有効利用するＣｒ添加範囲として、下限８．０
％を設定した。また、Ｃｒの上限１５．０％は、これを上回る量を添加すると変態温度が
低くなりすぎ、変態膨張量が小さくなるため、疲労強度向上効果が減少する傾向がでてく
るため、この値を設定した。
　以上が、本発明におけるＣｒ－Ｎｉ系の必須成分の限定理由である。
【００５６】
　本発明におけるＣｒ－Ｎｉ系には、以下の元素を選択的に添加することができる。以下
の成分を添加する目的は、必ずしも疲労強度向上を目的としたものではないが、添加する
かどうかの判断は、溶接関係者ならば容易に判断することができる。
【００５７】
（Ｃｕ：銅）０．０５～０．４％
　Ｃｕは、低温変態溶接材料がワイヤの場合、それにメッキすることにより通電性をよく
する効果があることから、溶接作業性を改善するために有効な元素である。Ｃｕの下限０
．０５％は、低温変態溶接金属中のＣｕがこれを下回る場合、ワイヤにメッキされたＣｕ
の量もそれだけ低いことになり、通電性増加による作業性改善のために必要な最低限の値
として設定した。しかし、Ｃｕの過度の添加は、作業性改善の効果がないだけでなく、ワ
イヤ製造コストを上げるため、産業上も好ましくはない。Ｃｕの上限０．４％はこのよう
な理由により設定した。なお、低温変態溶接材料が手棒の場合、Ｃｕをメッキすることは
特に、必要とはならない。低温変態溶接材料にＣｕを添加するかどうかは、本発明では、
Ｃｕが選択元素であるため、疲労強度向上対策だけではなく、作業性の観点から選択して
もよいものであり、溶接関係者であれば、Ｃｕ添加すべきかどうかは容易に判断できる。
【００５８】
（Ｎｂ：ニオブ）０．００５～０．１％
　Ｎｂは、溶接金属中においてＣと結合し、炭化物を形成する。Ｎｂ炭化物は、少量で溶
接金属の強度を上げる働きがあり、従って、有効利用することの経済メリットは大きい。
しかし、一方で、過度の炭化物形成は、強度が高くなりすぎて溶接割れの問題や靱性劣化
が発生するため、自ずと上限が設定される。Ｎｂの下限は、炭化物を形成せしめ、強度増
加効果が期待できる最低の値として０．００５％と設定した。また、Ｎｂの上限は、割れ
の問題を防ぎ、靱性劣化による溶接部の信頼性が損なわれない値として０．１％とした。
【００５９】
（Ｖ：バナジウム）０．０５～０．５％
　Ｖも、Ｎｂと同様な働きをする元素である。しかし、Ｎｂと異なり、同じ析出効果を期
待するためには、Ｎｂより添加量を多くする必要がある。Ｖ添加の下限０．０１％は、添
加することにより析出硬化が期待できる最低値として設定した。Ｖの上限を設定した理由
は、Ｎｂの場合と同じで、これより多く添加すると、析出硬化が顕著になりすぎて靱性劣
化を引き起こす、過度の硬化により溶接割れを引き起こすという観点から、上限を０．５
％とした。
【００６０】
（Ｔｉ：チタン）０．００５～０．１％
　Ｔｉも、Ｎｂ、Ｖと同様、炭化物を形成して析出硬化を生じせしめる。しかし、Ｖの析
出硬化がＮｂのそれと違っていたように、Ｔｉの析出硬化もまたＮｂ、Ｖとは異なる。そ
のため、Ｔｉの添加量の範囲も、Ｎｂ、Ｖと異なった範囲が設定される。Ｔｉ添加量の下
限０．００５％は、その効果が期待できる最低量として、また、上限の０．１％は靱性劣
化や過度の鋼による溶接割れを防止する観点から決定した。
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【００６１】
（Ｍｏ：モリブデン）０．１～２．０％
　Ｍｏも、Ｎｂ、Ｖ、Ｔｉ同様析出硬化が期待できる元素である。しかし、Ｍｏは、Ｎｂ
、Ｖ、Ｔｉと同等な効果を得るためには、Ｎｂ、Ｖ、Ｔｉ以上に添加する必要がある。Ｍ
ｏ添加量の下限０．１％は、析出硬化による降伏強度増加が期待できる最低値として設定
した。また、Ｍｏの上限の２．０％は、これ以上添加しても疲労強度向上代が飽和してく
るため、この値を設定した。
【００６２】
「疲労強度を向上させるための後処理」
　次に、溶接を行った側の内側溶接止端部に対する、疲労強度向上対策法を限定した理由
について述べる。
【００６３】
　本発明は、機械的な処理等による疲労強度向上対策が実施できない内側溶接止端部やル
ート部の疲労強度向上方法に関するものである。そのため、溶接を行った側の溶接止端部
は、必ずしも本発明の対象にはならない。しかしながら、疲労き裂は、ある部位の疲労強
度を向上させることができるようになると、別の部位の疲労強度が継手全体の疲労強度を
決定するようになる。そのため、本発明者らは、機械的または溶接による後処理で疲労強
度向上対策が実施できない側の内側溶接止端部またはルート部の疲労強度を向上させた後
に、さらに、反対側の溶接止端部の疲労強度向上対策を提供することは、産業上有意義と
考えた。
【００６４】
　疲労強度向上対策は、大きく分けて、残留応力を低減する方法と応力集中を緩和する方
法に大別される。残留応力を低減する方法の一例として、構造物全体を均一に加熱し、そ
の後、徐々に冷却する方法がある。しかしながら、この方法では、せっかく低温変態溶接
金属により導入された圧縮残留応力が消失してしまうので、疲労強度向上対策といっても
、無制限に適用することはできない。本発明では、低温変態溶接金属が導入した残留応力
に影響を与えないような疲労強度向上対策に限定する必要がある。
【００６５】
　本発明においては、第２の溶接工程において形成される、溶接を行った側の溶接ビード
の両側の外側溶接止端部２２（４２）の一方または両方（図１、２中の符号２２ａ、２２
ｂ、４２ａ、４２ｂを参照）に対して、グラインダー処理などの機械加工による後処理を
施すことにより、該後処理を施した外側溶接止端部２２（４２）の形状を溶接ままの状態
よりも滑らかに加工する、機械的な後処理を行う方法とすることができる。
【００６６】
　グラインダー処理などによる機械加工による後処理で、溶接止端部を溶接ままの状態よ
りも滑らかに加工する方法は、応力集中を緩和する方法で、低温変態溶接金属が導入した
残留応力に影響をあまり与えないため、本発明が対象としている継手へ適用する疲労強度
向上方法として好ましい方法である。
【００６７】
　また、本発明では、溶接を行った側の溶接ビードの両側の外側溶接止端部２２（４２）
の一方または両方に対して、ショットピーニング、超音波ピーニング、エアーピーニング
などのピーニング処理による後処理を施すことにより、該後処理を施した外側溶接止端部
２２（４２）の形状を溶接ままの状態よりも滑らかに加工するとともに、外側溶接止端部
２２（４２）に対して圧縮残留応力を導入する、機械的な後処理を行う方法とすることが
できる。
【００６８】
　超音波ピーニングなどのピーニング処理の後処理による疲労強度向上対策は、応力集中
を緩和する効果に加え、処理した部分に圧縮の残留応力を導入するため、疲労向上効果は
、一般的にグラインダー処理の場合よりも大きい。また、低温変態溶接金属が導入した残
留応力に影響をあまり与えないため、本発明が対象としている継手へ適用する疲労強度向
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上方法として好ましい方法である。
【００６９】
　また、本発明では、溶接ビードの両側の外側溶接止端部２２（４２）の一方または両方
に対して、溶加材を用いないＴＩＧ溶接（ＴＩＧなめ付け溶接）を施すことにより、該Ｔ
ＩＧ溶接を施した外側溶接止端部２２（４２）の形状を溶接ままの状態よりも滑らかに加
工する、溶接による後処理を行う方法とすることができる。
【００７０】
　ＴＩＧなめ付け溶接は、溶接材料を用いず、溶接アーク熱で継手表面を再溶融させ、溶
接止端部などの応力集中を緩和させる方法である。一般に、溶接継手に熱を加える方法は
、低温変態溶接金属により導入された圧縮残留応力を消失させてしまう可能性があるため
、その使用には注意が必要である。しかし、ＴＩＧなめ付け溶接は、熱を加える方法であ
っても、少入熱で充分な応力手中の緩和を達成することができるため、本発明が対象とし
ている継手への適用が可能な、好ましい方法である。なお、本発明における熱処理型の疲
労強度向上方法において、この方法を適用する場合には、熱処理前にＴＩＧなめ付け溶接
を実施すれば、低温変態溶接金属により導入される圧縮残留応力の消失の問題はまったく
なくなるので、熱処理型の場合は、熱処理前にＴＩＧなめ付け溶接による処理を行うこと
が望ましい。
【００７１】
　また、本発明では、溶接ビードの両側の外側溶接止端部２２（４２）の一方または両方
に対して、第１の溶接工程において用いられる溶接金属と同等の成分並びに変態開始温度
とされた溶接金属である溶接ビード（化粧ビード）を形成する後処理を施すことにより、
該後処理を施した外側溶接止端部２２（４２）に対して圧縮残留応力を導入する、溶接に
よる後処理を行う方法を採用することができる。
【００７２】
　第１の溶接工程における低温変態溶接金属を形成したものと同じ溶接材料を用いて、溶
接を実施した側の溶接止端部に対して化粧ビードを形成する方法は、溶接量が少なく、溶
接継手に対して投与する熱量を低く抑えることができるため、本発明が対象としている継
手への適用が可能な、好ましい方法である。しかし、この方法は、残留応力をコントロー
ルする方法であり、一方、同じ熱を継手に与える上記ＴＩＧなめ付け溶接の方法は、応力
集中を緩和させる方法で、疲労強度向上の手法が異なる。そのため、本発明における熱処
理型の疲労強度向上方法では、ＴＩＧなめ付け溶接の方法は、熱処理前、熱処理後、どち
らでも実施可能であるが、化粧ビードを形成させる方法は、熱処理後に実施する必要があ
る。熱処理前に化粧ビードを形成させると、熱処理時に化粧ビードが形成した圧縮残留応
力が消失してしまうためである。もし、熱処理前に化粧ビードを形成させる場合は、熱処
理時には、第１の溶接工程時に形成した低温変態溶接金属と化粧ビードの溶接金属の両方
をオーステナイトまで再変態させるような熱処理条件を設定する必要があるが、この場合
、加熱幅が広くなるため、熱処理による残留応力や、変形が導入される危険性が増してく
る。そのため、本発明では、熱処理型の疲労強度向上方法を採用する場合、化粧ビードは
、熱処理後に実施することが望ましい。
【００７３】
　以上説明したように、本発明の溶接継手の製造方法によれば、溶接継手の構造上、ある
いは溶接構造物の構造上の問題から、機械的または溶接による後処理のできない構造の直
接機械的処理が実施できない内側溶接止端部あるいはルート部が存在する場合でも、溶接
継手の疲労強度向上を図ることができるとともに、溶接構造物全体の寿命を向上でき、あ
るいは、既設の溶接構造物に対しては、補修をすることにより溶接構造物の延命を図るこ
とができ、産業上の意義はきわめて大きい。
【実施例】
【００７４】
　以下、本発明に係る溶接継手の製造方法の実施例を挙げ、本発明をより具体的に説明す
るが、本発明は、もとより下記実施例に限定されるものではなく、前、後記の趣旨に適合
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し得る範囲で適当に変更を加えて実施することも可能であり、それらはいずれも本発明の
技術的範囲に含まれるものである。
【００７５】
［実施例１］
　実施例１は、非加熱型の疲労強度向上対策の実施例である。
　まず、片側からの溶接しかできない構造物として、図４に示すような構造体を溶接にて
組み立てた。そのときの溶接部の様子は、図５に示すような状態であった。非加熱型の場
合、溶接パス数は２パスに限定されているため、図４における上部の板厚は６ｍｍに設定
した。また、図５の継手を作製するために、種々の溶接材料を試作し、まず、第１の溶接
工程として、図５に示すような、機械的な疲労向上対策ができない側の内側溶接止端部に
ビードを形成させた。その後、第２の溶接工程として、２パス目の溶接ビード（外側溶接
止端部）を作製した。
　用いた溶接方法は、手溶接（ＳＭＡＷ）、炭酸ガス溶接（ＧＭＡＷ）の２種類で、その
ときの溶接条件は以下のとおりである。
　１パス目ＳＭＡＷ；１３０Ａ－２３Ｖ－１４ｃｍ／分
　２パス目ＳＭＡＷ；１４０～１９０Ａ－２５～３０Ｖ
　１パス目ＧＭＡＷ；２００Ａ－２７Ｖ－２３ｃｍ／分
　２パス目ＧＭＡＷ；２５０Ａ－３１Ｖ－１８．５ｃｍ／分
なお、２パス目ＳＭＡＷの溶接条件に関しては、再変態した場合やしない場合、さらには
未溶融部分が残らない又は未溶融部の一部しかオーステナイト変態しない実施例も作製す
るため、入熱量を変更する目的で、上記のような範囲の電流および電圧を選択し、溶接速
度をさらに制御して入熱量を変化させるようにした。のちに示す実施例の表では、２パス
目ＳＭＡＷに関しては入熱量を記載している。また、２パス目溶接材料については、１パ
ス目と同じ溶接材料を用いた場合と、通常の溶接材料、すなわち、強度レベルが４９０Ｍ
Ｐａから７８０ＭＰａの範囲の溶接材料を選択した場合とがある。いずれの場合も、溶接
条件は上記条件を採用した。なお、２パス目の溶接条件は、１パス目に形成された溶接金
属に熱影響を与え、オーステナイトに再変態させることが目的であるため、これが達成さ
れれば上記溶接条件に限定されるものではない。また、通常溶接材料としては、その成分
（溶着金属成分）が以下のものを使用した。
　４９０ＭＰａ級ＳＭＡＷ；　Ｃ：０．０７％、Ｓｉ：０．６２％、Ｍｎ：１．２％、Ｐ
：０．０１１％、Ｓ：０．００６％
　４９０ＭＰａ級ＧＭＡＷ；　Ｃ：０．１０％，Ｓｉ：０．５２％，Ｍｎ：１．２％，Ｐ
：０．０１０％，Ｓ：０．００８％
　５９０ＭＰａ級ＳＭＡＷ；　Ｃ：０．０７％、Ｓｉ：０．４０％、Ｍｎ：１．２％、Ｐ
：０．０１１％、Ｓ：０．００６％、Ｎｉ：０．７６％、Ｍｏ：０．２３％
　５９０ＭＰａ級ＧＭＡＷ；　Ｃ：０．０７％，Ｓｉ：０．３８％，Ｍｎ：１．４％，Ｐ
：０．００５％，Ｓ：０．００８％，Ｍｏ：０．３５％
　７８０ＭＰａ級ＳＭＡＷ；　Ｃ：０．０５％、Ｓｉ：０．４４％、Ｍｎ：１．４％、Ｐ
：０．０１１％、Ｓ：０．００８％、Ｎｉ：２．５６％、Ｍｏ：０．５１％、Ｃｒ：０．
１８％
　７８０ＭＰａ級ＧＭＡＷ；　Ｃ：０．０７％、Ｓｉ：０．５４％、Ｍｎ：１．３％、Ｐ
：０．００６％、Ｓ：０．００７％、Ｎｉ：２．２６％、Ｍｏ：０．４８％
　このときの溶接材料としては、第１の溶接工程と同じ溶接材料を用いた場合や、５９０
ＭＰａ級の溶接材料を用いた場合など、種々のものを用いた。そして、このような溶接継
手をいくつか作製し、そのうちの一部は、第１の溶接工程で作製された溶接金属の成分分
析、変態開始温度測定、ミクロ組織観察によるオーステナイトまでの再変態の判断に用い
、残りは、疲労試験用の試験体とした。
【００７６】
　図６は、疲労試験を行った際の荷重負荷方向を示した模式図であり、図６中の矢印が荷
重負荷方向を示す。疲労試験は、４点曲げ試験で行い、疲労荷重は、第１の溶接工程で形
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成された溶接金属の内側溶接止端部に歪ゲージを貼り付けて測定した。なお、歪ゲージを
貼り付けることができたのは、試験体であるからであり、実際の溶接構造物の場合は、歪
ゲージでの応力測定は難しいものと考えられる。
【００７７】
　下記表１は、第１の溶接工程で形成された溶接金属の成分および変態開始温度の測定結
果である。溶接金属成分は、溶接後、形成された溶接金属から直接成分分析用試験片を採
取することにより測定した。また、変態開始温度は、溶接後形成された溶接金属からフォ
ーマスター試験を採取して変態開始温度を測定した結果を載せている。すなわち、溶接金
属から丸棒形状の試験片を採取し、加熱冷却を行い、それぞれの温度における試験片長さ
を測定することで溶接金属の膨張収縮を測定、これにより変態開始温度を決定した。表１
のうち、番号１～１４は、溶接金属成分や変態開始温度が本発明の範囲内にあるものであ
る。本発明は、疲労強度の向上方法に関するものであるため、溶接金属成分と変態開始温
度が本発明の範囲内にあるだけでは、必ずしも本発明例になるわけではない。しかし、参
考のため、下記表１では、成分および変態開始温度が本発明の範囲内にあるものを本発明
例と記載した。下記表１の番号１～１４の成分をみればわかるように、下記表１に示した
溶接金属の成分は、本発明におけるＮｉ系の成分に関する例である。
【００７８】
　また、下記表１のうち、番号５１～５９は、本発明の範囲外のものであるが、一部、変
態開始温度が記載されていないものがある。これらは、溶接金属に割れが発生したため、
変態開始温度は、割れが発生していない部分を選択して試験片を採取し測定した。番号５
１は、Ｃが０．２０％と本発明の範囲を上回り、溶接割れ（高温割れ）が発生した。番号
５２は、Ｎｉが本発明の範囲外であり、番号５１と同様、溶接割れが発生した。番号５６
は、Ｎｂが本発明の範囲外であり、強度が高くなりすぎることにより溶接割れ（低温割れ
）が発生した。番号５７はＶが本発明の範囲外であり、番号５６と同様、溶接割れが発生
した。番号５９は、Ｔｉが本発明の範囲外であり、番号５６、５７と同様、溶接割れが発
生した。番号５９は、Ｓｉが本発明の範囲外であり、溶接割れは発生しなかったが、脱酸
不足のため、欠陥が発生した。
　本発明の範囲内である番号１～１４は、割れや欠陥が発生せず、かつ、変態開始温度が
本発明の範囲内にあったものである。なお、比較例の番号５３、５４、５５、５８は、割
れなどの問題はなかったが、成分が本発明の範囲外であり、そのため、変態開始温も本発
明の範囲外であるものである。これらの評価は、疲労試験の結果から判断すべきである。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
　下記表２には、表１と同様に、図４に示すような試験体を、図５に示すような溶接継手
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で作製したときの、第１の溶接工程で形成された溶接金属の成分および変態開始温度を示
した。なお、図４、５では、左右に溶接継手が存在するが、同じ溶接条件で継手を作製し
た。下記表２において、番号１０１～１１６は本発明の範囲内にある溶接金属であるが、
表１同様、本発明は、疲労強度の向上方法に関するものであるため、溶接金属成分と変態
開始温度が本発明の範囲内にあるだけでは、必ずしも本発明例になるわけではない。しか
し、参考のため、下記表２でも、成分および変態開始温度が本発明の範囲内にあるものを
本発明例と記載している。また、番号１５１～１６２は、本発明における比較例である。
このうち、番号１５２、１５５、１６０、１６１、１６２は、溶接金属に割れや欠陥が発
生した例であり、変態開始温度は、割れが発生していない溶接金属部分を選択して測定し
た。その他の比較例は、割れなどが発生していないが、溶接金属の成分が本発明の範囲外
であるために、変態開始温度が本発明の範囲外になっている。
【００８１】
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【表２】

【００８２】
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　下記表３は、表１および表２に示す成分系の溶接金属を第１の溶接工程で形成し、図６
に示すような疲労荷重を加えたときの疲労強度を示している。この際の疲労強度は、２０
０万回疲労荷重をかけたときにも破断しない応力範囲として決定した。なお、応力範囲は
、１パス目の溶接で形成された溶接金属側の近傍に疲労試験を実施する前にひずみゲージ
を試験体に貼り付けることにより測定した値である。ここで、疲労強度が２００ＭＰａと
は、応力範囲が０～２００ＭＰａの範囲で、２００万回繰り返し荷重を加えても破断しな
かったことを意味する。この際の溶接方法は、ＳＭＡＷ（手溶接方法）およびＧＭＡＷ（
ガスシールド溶接方法）の２種類を選択した。下記表３に示す溶接方法で［１］とあるの
は、第１の溶接工程のことを意味し、［２］は第２の溶接工程を意味する。第１の溶接工
程で形成された溶接金属の成分は、表１および表２のもので、各継手に対する溶接金属番
号（［１］溶接金属番号）が下記表３に示されている。第２の溶接工程に関しては、必ず
しも、第１の溶接工程と同じ溶接材料を用いているわけではなく、通常の５９０ＭＰａ級
の溶接材料を用いている場合もある。また、各継手に対して、第２の溶接工程で用いた溶
接材料（［２］の溶接材料）も下記表３に示した。さらに、マクロ試験観察により、第１
の溶接工程で形成された溶接金属がオーステナイトまでに再変態されたかどうかの結果も
表３に示している。
【００８３】
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【表３】

【００８４】
　表３の番号、Ｊ１～Ｊ３６は、本発明の範囲内にある成分および変態開始温度の溶接金
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属が第１の溶接工程で形成され、さらに、マクロ試験片による観察の結果、その溶接金属
が、第２の溶接工程でオーステナイトまで再変態した場合の継手であり、表３からわかる
ように、疲労強度は、全て２５０ＭＰａを上回っている。Ｊ３３～Ｊ３６は、第２の溶接
工程で用いられた溶接材料の強度がＪ１～Ｊ３２と異なる場合であるが、第１の溶接工程
で形成された溶接金属の再変態が達成されているため、疲労強度が向上していることが分
かる。
　一方、Ｊ１０１～Ｊ１１１は比較例であり、変態開始温度が本発明の範囲外であったた
めに疲労強度は２５０ＭＰａに達していないものである。このうち、Ｊ１０１、Ｊ１０３
、Ｊ１０５、Ｊ１０８、Ｊ１０９は、表１の番号５３、５５、表２の番号１５１、１５６
、１５７の溶接金属が、第１の溶接工程で形成された継手で、変態開始温後が本発明の範
囲より低くなっているものである。これらの継手は、変態開始温度が低すぎ、充分な変態
膨張量が得られないことから疲労強度向上効果が不十分であった例と考えられる。逆に、
Ｊ１０２、Ｊ１０４、Ｊ１０６、Ｊ１０７、Ｊ１１０、Ｊ１１１は、表１の番号５４、５
８、表２の番号１５３、１５４、１５８、１５９の溶接金属が第１の溶接工程により形成
された継手で、変態開始温度が本発明の範囲を上回っていたもので、残留応力低減が不十
分であったことが考えられる。さらに、Ｊ１１２～Ｊ１１５の４つの継手は、第１の溶接
工程で形成された低温変態溶接金属の変態開始温度が本発明の範囲内であったにもかかわ
らず、マクロ観察より、２パス目の入熱量が小さかったため、低温変態溶接金属が第２の
溶接工程で未溶融部の一部しかオーステナイトまで再変態していなかったことがわかった
継手である。この場合、第１の溶接工程で導入された圧縮残留応力が消失し、かつ、第２
の溶接工程で再度圧縮残留応力が導入されないため、疲労強度が向上しなかったものと考
えられる。Ｊ１１６の比較例は、変態開始温度は本発明の範囲内であったが、２パス目の
入熱量が不適切で、１パス目で形成された溶接金属の未溶融部分が存在せず、すべて溶融
してしまった例で、疲労強度が向上しなかった例である。
　以上より、本発明例の場合は、全て疲労強度向上効果が確認され、産業上有意義である
ことが明確になった。
【００８５】
［実施例２］
　実施例２は、本発明における熱処理型の疲労強度向上方法に関する実施例である。本実
施例における熱処理型の方法では、第２の溶接工程の溶接パス数を２パスにするために、
図３における上部の板厚を８ｍｍと、実施例１よりも若干厚めに設定し、２パス溶接がで
きるようにした。溶接全体としては、第１の溶接工程で１パス、第２の溶接工程で２パス
、の合計３パスである。また、熱処理の際の加熱方法としては、誘導加熱および通電加熱
の２種類を選択した。誘導加熱は、２０ｋＷの２．０ｋＨｚで、通電加熱は、２５０Ａの
電流を溶接ビードに通電して実施した。
【００８６】
　下記表４は、実施例２の結果を示している。下記表４中における、溶接方法の［１］お
よび［２］、［１］溶接金属番号、［２］の溶接材料の意味は、表３と同様である。しか
し、再変態の判断は実施例１の場合と異なり、熱処理を行った後、熱処理により再変態さ
れたかどうかの判断である。また、疲労試験は、実施例１と同じ方法で実施し、２００万
回で破断しなかった応力範囲を疲労強度とした。下記表４において、番号がＪ２０１～Ｊ
２３０までは、第２の溶接工程で５９０ＭＰａ級溶接材料を用い、誘導加熱で熱処理を行
ったときの本発明例で、疲労強度は全て２５０ＭＰａを上回っていた。また、Ｊ２３１、
Ｊ２３２は、第２の溶接工程で第１の溶接工程と同じ溶接材料を用いたときの本発明例で
、疲労強度向上効果があることがわかる。また、Ｊ２３２～Ｊ２３５は、熱処理に通電加
熱を用いた本発明例で、疲労強度の向上効果が認められる。Ｊ２３６～Ｊ２３９は、第１
の溶接工程で形成された溶接金属はＪ２０１と同じであるが、第２の溶接工程で用いられ
ている溶接材料の強度が４９０ＭＰａおよび７８０ＭＰａと、Ｊ２０１と異なっている。
しかし、誘導加熱により第１の溶接工程で形成された溶接金属の再変態が確実に達成され
ているため、疲労強度は２５０ＭＰａを上回り、強度向上効果が確認された実施例である
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。
【００８７】
【表４】
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【００８８】
　表４のＪ３０１～Ｊ３１５は、本発明における比較例であり、疲労強度は、本発明例と
は異なり、２５０ＭＰａに達していない。このうち、Ｊ３０１、Ｊ３０３、Ｊ３０５、Ｊ
３０８、Ｊ３０９は、第１の溶接工程で形成された溶接金属の変態開始温度が本発明の範
囲より低く、変態膨張が不十分であったため、残留応力低減が充分でなかったものと考え
られる。一方、Ｊ３０２、Ｊ３０４、Ｊ３０６、Ｊ３０７、Ｊ３１０、Ｊ３１１は、第１
の溶接工程で形成された溶接金属の変態開始温度が本発明の範囲より高く、残留応力低減
効果そのものが小さかったものと考えられる。なお、Ｊ３１２～Ｊ３１５は、低温変態溶
接金属の変態開始温度が本発明の範囲内であるが、熱処理が不十分で一部の未溶融部分し
かオーステナイトまで再変態されなかったため、疲労強度向上が確認できなかったもので
ある。表４の最後の比較例Ｊ３１６は、１パス目の溶接金属が２パス目の溶接ですべて溶
融してしまい、未溶融部分が消失してしまった例であり、そのため疲労強度が向上しなか
った例である。
　以上より、本発明例の場合は、全て疲労強度向上効果が確認され、産業上有意義である
ことが明確になった。
【００８９】
［実施例３］
　本発明における実施例３は、第２の溶接工程で形成された溶接金属の外側溶接止端部に
、疲労強度向上対策として後処理を施した場合の実施例である。
　実施例１および実施例２では、第１の溶接工程で形成された溶接金属側の疲労強度を問
題にしていたため、疲労試験は、図６に示すように、４点曲げ試験における内側の２支点
の間隔を狭くし、第１の溶接工程および第２の溶接工程で形成された溶接金属止端部での
応力に差をつけていた。これに対し、実施例３では、同レベルの応力を作用させるため、
図７に示すように、４点曲げ試験における内側２支点の位置を、溶接継手の外側に位置す
るようにした。また、応力は、歪ゲージを貼り付けることにより測定した。なお、図７中
の矢印は、荷重負荷方向を示すものである。
【００９０】
　第２の溶接工程で形成された溶接金属の外側溶接止端部へ施した疲労強度向上対策は、
ショットピーニング、ＴＩＧなめ付け溶接、超音波ピーニング、低温変態溶接金属の形成
、グラインダー処理、局部加熱による応力除去の何れかである。なお、低温変態溶接金属
形成に用いた溶接材料は、第１の溶接工程で用いた溶接材料と同じものを使用した。これ
らの対策のうち、ショットピーニング、超音波ピーニング、低温変態溶接金属形成は、圧
縮残留応力を導入する方法であり、このうち、前記２者は、さらに止端形状の改善効果も
併せ持つ。また、ＴＩＧなめ付け溶接およびグラインダー処理は、止端部形状を改善して
応力集中を緩和する方法である。最後の局部加熱による応力除去とは、溶接部の引張り残
留応力を消失させる方法であるが、同時に、第１の溶接工程で導入した圧縮残留応力も消
失させる危険があり、本発明では比較例である。
【００９１】
　下記表５は、実施例３の結果を示している。下記表５における継手番号は、表３の継手
番号に対応しており、その継手に対して、第２の溶接工程側の外側溶接止端部に疲労強度
向上対策を施したことを意味する。また、下記表５中に示す処理方法とは、そのときの疲
労強度向上対策方法のことである。また、下記表５中の疲労き裂発生位置で、［１］とは
、疲労き裂が第１の溶接工程側の内側溶接止端部に発生したことを、また［２］とは、第
２の溶接工程側の外側溶接止端部に発生したことを意味する。
【００９２】
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【表５】

【００９３】
　表５において、番号Ｋ１～Ｋ５、Ｋ１０１～Ｋ１０５は本発明例であり、Ｋ５１、Ｋ１
５１は比較例である。Ｋ１は、疲労強度が２９０ＭＰａと、表３のＪ１とほぼ同じ値を示
しており、また、き裂発生位置は［１］であった。これは、ショットピーニングにより、
［２］の疲労強度が［１］より高くなったものと考えられる。同様の傾向が、番号Ｋ３、
Ｋ４でも認められる。また、番号Ｋ２、Ｋ５は、疲労き裂は［２］のほうに発生しており
、疲労強度は［１］より［２］のほうが低いものと思われるが、疲労強度そのものは、表
３のＪ１とほぼ同じであるため、これらの場合では、［１］と［２］はほぼ同じ疲労強度
であったと考えられる。これと同様な傾向が、Ｋ１０１～Ｋ１０５に対しても認められる
。
【００９４】
　Ｋ５１およびＫ１５１は、局部加熱による応力除去、すなわちＳＲであり、加熱方法は
、ガスバーナーを用いた加熱である。この場合、疲労強度は２５０ＭＰａに達していない
。しかも、疲労き裂は［１］側、すなわち、低温変態溶接金属が形成された内側溶接止端
部から発生していた。この例においては、実施例１で示した表３の疲労強度（Ｊ１継手で
２８０ＭＰａ、Ｊ２８継手で３５０ＭＰａ）よりも低くなっている。この理由としては、
局部加熱により第１の溶接工程側に導入された圧縮残留応力が、局部加熱で消失してしま
ったと考えられる。
【００９５】
　［実施例４］
　実施例４は、非加熱型の疲労強度向上対策の実施例であるが、実施例１と異なる点は、
溶接パスが、３パス以上の場合についての実施例である。
　実施例４では、溶接方法はＳＭＡＷを採用した。その時の試験体作製は、実施例２同様
で、図４に示されている構造体を採用した。上部の板厚は実施例２と同じ８ｍｍとした。
最初の２パスの溶接は、３．２ｍｍ直径の溶接棒を用いて行い、そのときの溶接金属の成
分値は、表６に示すとおりである。表６に示す通り、４種類の２パス溶接を実施した。溶
接条件は、各パスともに、１２０Ａ－２２Ｖ－２５ｃｍ／分である。
　次に、これら４種類の継手に対し、３パス目の溶接を実施した。３パス目の溶接に関し
ては、入熱量を変化させ、その影響を見るために、入熱量が１．５ｋＪ／ｍｍ以上では溶
接棒径が４ｍｍのものを、それ以下では３．２ｍｍのものを採用した。溶接条件としては
、４ｍｍ棒径の場合は１７０Ａ－２５Ｖ、３．２ｍｍの場合は１２０Ａ－２２Ｖとし、溶
接速度を変化させることにより入熱量を調整した。その結果、実施例４で用いる継手の溶
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接パス数は、すべて３パス溶接、実施例１で示した２パス溶接よりパス数が多い場合に対
応する。
　表７は、このようにして作製した試験体の疲労試験結果である。表７のうち、Ｌ１～Ｌ
８は本発明例で、Ｌ５１～Ｌ５５は比較例である。表７に示す入熱量は３パス目の入熱量
で、この３パス目溶接で１パス目の溶接金属が再変態したかどうかの判断を、試験体継手
からマクロ試験片を採取し、ミクロ組織観察をすることにより判断した。表７からわかる
ように、本発明例では、すべて１パス目の溶接金属が再変態していたことを確認した。一
方、比較例Ｌ５１～Ｌ５５では、入熱量が低かったため、１パス目の溶接金属の一部しか
再変態していなかった。比較例Ｌ５６では、入熱量が大きかったため、未溶融部分が消失
していた。疲労試験は、図５に示す荷重方法で実施したが、本発明例では、表７に示すよ
うに、すべて２５０ＭＰａ以上であり、比較例と比べるとわかるように、疲労向上が明白
である。比較例Ｌ５１～Ｌ５５では、１パス目、２パス目の溶接金属成分が同じでも、３
パス目の溶接入熱量が不適切である場合、すなわち、１パス目の溶接金属の全ての再変態
が達成されない場合、疲労強度は必ずしも向上しないことが明白である。表７の最後の比
較例Ｌ５６は、１パス目の溶接金属が３パス目の溶接によりすべて溶融してしまった実施
例で、そのため未溶融部分が消失してしまい、疲労強度が向上しなかった例である。
【００９６】
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【００９７】
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【表７】

【００９８】
　［実施例５］
　実施例５は、継手形状の影響を調査する実施例である。実施例１～４では、１パス目に
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本発明が提供している溶接金属を形成させ、その後、最終溶接パスで、１パス目に形成さ
れた溶接金属を再変態させることの効果を検証することを目的としていたため、継手形状
としてはＵ形のリブ構造部材が平板に溶接されている継手を用いた。しかし、本発明の本
質は、最終パス溶接により１パス目に形成された低温変態溶接金属を再変態させることで
あり、このような継手に限定されるものではない。実施例５では、角継手、重ね継手、お
よび、未溶着部分が存在するために片側からのみしか溶接できないＴ継手で本発明の効果
を検証した。
　実施例５で採用した継手は、図８、図１０、図１１に示す３種類の継手であり、それぞ
れ、角継手、重ね継手、Ｔ継手である。なお、図８の角継手の場合は、疲労試験を行うこ
とが難しいため、図９に示すように、初めに片側に、未溶着部分がないように溶接施工を
実施し、その後、疲労特性の調査を目的とした角継手に対応する溶接部を形成させた。図
１０の重ね継手に関しては、左右の重ね継手部の距離を２００ｍｍになるように作製した
。図１１のＴ継手は、左側からしか溶接できない部分溶け込み形状の開先であり、片側か
らしか溶接できない継手形状の場合である。
　溶接はＳＭＡＷを採用し、１パス目の溶接条件は、実施例１と同じ、１３０Ａ－２３Ｖ
－１４ｃｍ／分であり、２パス目（最終パス）の溶接条件は、１５０Ａ－２５Ｖ－９ｃｍ
／分（入熱量２．５ｋＪ／ｍｍ）、および１５０Ａ－２５Ｖ－２０ｃｍ／分（入熱量１１
ｋＪ／ｍｍ）の２条件である。１パス目の溶接材料としては、表１の番号１と表２の番号
１０２と同じ溶接材料を利用したが、母材からの希釈によって若干成分がそれぞれ異なっ
たため、表８の様な成分を持つ溶接金属が形成された。２パス目の溶接材料は、実施例１
に示した５９０ＭＰａ用のＳＭＡＷ用溶接材料を用いた。
　表９に、疲労試験結果を載せた。表９で、Ｍ１～Ｍ６は、本発明例であり、Ｍ５１～Ｍ
５６は比較例である。再変態をしたかどうかは、継手からマクロ試験片を採取し、ミクロ
組織観察をすることで確認した。表９では、各継手に対して、最終パスの溶接入熱量が高
い２．５ｋＪ／ｍｍの場合と、低い１．１ｋＪ／ｍｍの２種類の条件で作製した継手の疲
労結果を載せているが、表９からわかるように、２．５ｋＪ／ｍｍでは１パス目に形成さ
れた溶接金属が全て再変態しているが、１．１ｋＪ／ｍｍの条件では、１パス目に形成さ
れた溶接金属の一部のみしか再変態していなかった。疲労試験も、本発明例は、比較例と
比べて疲労強度が向上していることが確認された。なお、実施例１などと異なり、表９に
おける疲労強度は、角継手に関しては、疲労荷重を溶接部の断面で割った値を、その他は
鋼板断面で割った値を採用した。その理由は、実施例５で採用した継手では、１パス目の
溶接で形成された溶接金属近傍にひずみゲージを張り付けることが困難であったためであ
る。表９の３つの比較例、Ｍ５７、Ｍ５８、Ｍ５９は、いずれも１パス目に形成された溶
接金属が、２パス目により溶融し消失してしまった例で、疲労強度が向上しなかった例で
ある。
　表９からわかるように、本発明例の場合、比較例よりも疲労強度が高く、本発明の効果
は、Ｔ継手だけでなく、その他の継ぎ手に対しても有効である点が実証された。
【００９９】
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【０１００】
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【表９】

【０１０１】
　［実施例６］
　実施例６は、両側から溶接するＴ継手および十字継手に関する実施例である。本発明で
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は、両側から溶接するＴ継手および十字継手の場合でも、一方側の溶接が他方側の溶接に
影響を与えない、すなわち、残留応力に影響を与えないなら、それぞれを独立した溶接部
と見なすことができると考えている。そのために、各溶接パスにおける溶接金属の厚みを
定義し、その厚みと両側溶接部の間に存在する未溶着部の長さを比較している。これに加
え、十字継手に関しては、板厚との比較も考慮している。
　Ｔ継手は、図１２に示すように、溶接ビード１、２、３、４で形成され、溶接順序は、
１、２、３、４の順番で行われている。そのうち、１、３が低温変態溶接金属で、表８に
示している２０６の成分系である。すなわち、実施例５で採用した溶接材料と同じ材料で
溶接パス１および３を施工した。これら溶接施工は、実施例５におけるＴ継手で行った施
工条件と同じ施工条件で実施した。表１０は、Ｔ継手の実施例である。表１０において、
各実施例番号で異なっているパラメーターは、溶接ビード４の厚みと未溶着部分の長さＷ
である。なお、表１０からわかるように、溶接ビード１、２、３、４で厚みが最大なもの
は溶接ビード４である。表１０からわかるように、未溶着部分の長さＷが、溶接ビード４
の厚みより３倍以上ある場合が本発明例であり、疲労強度の向上が確認された。一方、比
較例では疲労強度の向上が見られない結果になっている。また、表１０の比較例では、疲
労亀裂はすべて溶接ビード１側から発生していることが分かった。これは、溶接ビード１
側の残留応力が、溶接ビード３、４に影響され、低温変態溶接金属の効果が消失したため
と考えられる。
　表１１は、十字継手の実施例である。十字継手の作製手順はＴ継手の作製手順を表と裏
の２回行うものと考えることができる。そこで、本実施例では、Ｔ継手と同じ作製要領で
十字継手の低温変態溶接金属を作製した。そのため、低温変態溶接金属の成分系は実施例
５における表８の２０６と同じ成分である。十字継手に関しては、図１３のように板厚ｔ
２の長さも考える必要がある。なお、図１３で板厚ｔ１は、未溶着部分の長さＷより短く
なることはないため、表１１には記載されていない。図１３のうち、溶接金属１、３、５
、７が低温変態溶接金属であり、その成分系が表８の２０６と同じである。また、溶接順
序としては、溶接ビード１から施工し、ビード番号と同じ順番で溶接を実施した。このと
き、溶接ビード１～４でＴ継手を作製し、その後５～８で裏側のＴ継手を作製することに
なるため、それぞれのＴ継手作製手順として、表１０の作製手順である、Ｎ１、Ｎ２のい
ずれかを適用している。これらＴ継手の作製手順によれば、表１０で示したように、未溶
着部分の長さが十分長いため、疲労強度向上が期待できる作製手順である。十字継手に関
しては、これに加え、図１３における、横板（板厚ｔ２）を通して残留応力に影響する場
合も考慮する必要があり、十字継手の実施例に関しては、おもにｔ２の影響を見ている。
表１１では、Ｐ１、Ｐ２が本発明例であり、Ｐ５１、Ｐ５２、Ｐ５３、Ｐ５４が比較例で
ある。比較例Ｐ５１、Ｐ５２では、図１３での表側Ｔ継手、裏側Ｔ継手をともに、疲労強
度向上効果があった、表１０のＮ１のＴ継手作製方法で実施しているが、板厚ｔ２が１０
ｍｍ、１２ｍｍと最大溶接ビード厚みの３倍には達していないため、疲労強度向上が達成
されていなかった。この理由は、溶接ビード５、６、７、８を施工する際に、横板を通し
てそれらの溶接熱が表面に突き抜けためと考えることができる。同様に、比較例Ｐ５３、
Ｐ５４もｔ２が溶接ビード厚みの最大値７ｍｍの３倍（２１ｍｍ）より下回っているため
、疲労強度が向上していない。本発明例では、この条件が達成されているため、疲労強度
向上効果が確認されている。
【０１０２】
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【表１０】

【０１０３】
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【表１１】

【０１０４】
　以上により、本発明例の場合は、全て疲労強度向上効果が確認され、産業上有意義であ
ることが明確になった。なお、ＴＩＧなめ付け溶接に関しては、継手に熱を加える方法な
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ので、第１の溶接工程側で内側溶接止端部に導入された圧縮残留応力が消失しないよう注
意すべきで、実構造物に適用する前に確認することが望ましい。なお、事前に確認するこ
とは、溶接関係者にとって特に難しい問題ではない。この際、ＴＩＧなめ付け溶接形成後
に、残留応力を測定してみるか、本実施例３のように疲労試験を実施し、本実施例１の疲
労試験結果と比較すればよい。
【符号の説明】
【０１０５】
１…溶接構造物、１１、１２、３１、３２…鋼材、２１…内側溶接止端部、２２、４２…
外側溶接止端部、２２ａ、２２ｂ、４２ａ、４２ｂ…外側溶接止端部におけるビード両端
の内の一方または両方、４１…ルート部、１０、３０…溶接継手
【要約】
構造上密閉領域が存在するなどの理由で疲労強度向上対策ができない場合において、疲労
強度を向上させることが可能な溶接継手の製造方法を提供する。内側溶接止端部またはル
ート部を、変態開始温度が１７５℃～４００℃の範囲である溶接金属を用いて形成する溶
接を施す第１の溶接工程と、さらに、第１の溶接工程で形成した内側溶接止端部またはル
ート部をなす溶接金属の少なくとも一部が未溶融部となり、かつ、該未溶融部が全てオー
ステナイトに再変態するまで加熱される溶接入熱で、溶接金属を１パスで盛り上げる溶接
を施すことにより、内側溶接止端部またはルート部に圧縮残留応力を導入する第２の溶接
工程とを備える。
【選択図】図１

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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